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申込資格 

保護者等が自動車事故や踏切事故など、道路における交通事故で死亡したり、

重い後遺障害のために働けず、経済的に修学が困難な生徒・学生であること。 

※申込時２９歳までの人 

※他の奨学金制度と併用可 

 

希望する学生は、学生支援班まで書類を取りに来て下さい。 

なお、応募に際しては各自必要書類をととのえ、直接提出すること。 

平成２３年 ４月２２日 


